
一般ガス供給約款変更認可申請について 

平成２４年９月２５日 

福山ガス株式会社 

 

平素は格別のご愛顧を賜り厚くお礼申し上げます。 

弊社は平成２４年９月２５日付けで、中国経済産業局長へ、以下の変更を主な内容とする一般ガス供給約款の変更

認可申請を行いましたので、お知らせいたします。 

 

１．申請の理由 

弊社が平成１９年１月から平成２０年６月にかけて実施いたしました天然ガス転換作業に係る費用の繰延償却

が平成２４年をもって終了することから、ガス料金原価の見直しを行い、ガス料金の引き下げ及び原料費調整制

度に係る指標等の変更を主な内容とする供給約款の変更認可申請を行ったものです。なお、ガス料金原価には石

油石炭税の税率改定に伴い、平成２４年１０月１日以降に原料費に転嫁されることとなった石油石炭税増税分を

含んでいます。 

 

２．申請の内容 

（１）ガス料金の引き下げ 

◇小口部門料金               平均 ２.０４％の引き下げ 

    ◇うち 一般ガス供給約款料金         平均 １.７７％の引き下げ 

(４６ＭＪ、税抜き額) 

 現行平均単価 新料金平均単価 改定率 

小口部門料金 １６８.１１円 １６４.６８円 △２.０４％ 

うち供給約款料金 １９４.４６円 １９１.０２円 △１.７７％ 

※小口部門とは、一般ガス供給約款料金と選択約款料金を言い、大口供給(４６メガジュール換算で 

年間１０万 m3以上使用する契約)を除く料金。 

 

○一般ガス供給約款料金での標準家庭の場合   

(税込額) 

標準使用量 現行料金 申請料金 増減額 

２５ｍ3 ５,８５４円 ５,７６８円 △８６円 

  (注)標準家庭ガス料金は、家庭用１か月当たりの平均使用量(平成１８～ 

２２年の５か年平均値：２５㎥／月)に基づき算定しています。 

 

（２）原料費調整制度に係る指標の見直し 

    平均原料価格の変更により基準平均原料価格、上限バンド等を見直しいたします。 

 

（３）本支管工事費当社負担額の増加 

    ガスメーター1号あたり 53,000 円から 64,000円に増額し、お客さま負担額の軽減を図ります。 

 

３．実施予定日 

   平成２５年１月１日 

  なお、上記の改定率及びガス料金の金額は申請時の数値であり、実施の際には変更となる場合があります。 


